
明
書
の
画
像
デ
ー
タ
を

添
付
の
う
え
、
オ
ン
ラ

イ
ン
で
申
請
。

②
「
ト
ッ
ト
リ
ー
氏
か
ら

の
が
ん
ば
る
出
身
学
生
応
援
便
申
請
書

（
政
策
企
画
課
窓
口
で
交
付
ま
た
は
本
市

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
）」
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
学
生
証
ま
た

は
在
学
証
明
書
の
写
し

を
添
付
の
う
え
、
郵
送

で
申
請
。

受
付
期
限
・
発
送
時
期

申
請
最
終
受
付
日

発
送
時
期

８
月
15
日
（
土
）
夏
便
（
８
月
末
頃
～
）

10
月
15
日
（
木
）
秋
便
（
10
月
末
頃
～
）

１
月
15
日
（
金
）
冬
便
（
１
月
末
頃
～
）

対
象
者

次
の
①
～
③
す
べ
て
を
満
た
す
人

①
鳥
取
市
出
身
者
で
、
鳥
取
県
内
の
高
校
な

ど
を
卒
業
し
た
人

②
鳥
取
県
外
に
居
住
し
、
鳥
取
県
外
の
大

学
・
大
学
院
、
短
期
大
学
、
専
修
学
校
な

ど
に
在
学
し
て
い
る
学
生

③
保
護
者
な
ど
が
本
市
に
住
所
を
有
し
て

い
る
人

支
援
内
容

　

５
千
円
相
当
の
「
ト
ッ
ト
リ
ー
氏
か
ら
の

が
ん
ば
る
出
身
学
生
応
援
便
」
を
、夏
便
（
８

月
末
頃
）・
秋
便
（
10
月
末
頃
）・
冬
便
（
１

月
末
頃
）の
う
ち
、希
望
の
時
期
に
２
回
発
送
。

申
請
方
法

次
の
①
ま
た
は
②
の
い
ず
れ
か
で
申
請
。

①
「
ｅ-

鳥
取
市
役
所
」
と
っ
と
り
電
子
申

請
サ
ー
ビ
ス
の
専
用
フ
ォ
ー
ム
に
必
要

事
項
を
入
力
し
、
学
生
証
ま
た
は
在
学
証

問	

本
庁
舎
総
務
課

	

０
８
５
７-

30-

８
２
５
０

		

０
８
５
７-

20-

３
９
６
７

特
別
定
額
給
付
金
の
給
付
申
請

は
お
早
め
に

　

申
請
期
限
は
、８
月
26
日（
水
）（
当

日
消
印
有
効
）
で
す
。

　

給
付
申
請
の
手
続
き
が
ま
だ
の
人

は
、
本
市
が
郵
送
し
た
申
請
書
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
関
係
書
類
を
添

付
し
て
、
お
早
め
に
申
請
を
お
願
い

し
ま
す
。申
請
期
限
を
過
ぎ
ま
す
と
、

特
別
定
額
給
付
金
の
給
付
が
受
け
ら

れ
な
く
な
り
ま
す
。

　

申
請
書
を
紛
失
さ
れ
た
人
、
申
請

書
が
ま
だ
お
手
元
に
届
い
て
い
な
い

人
は
、
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。 特別定額

給付金

みんなで今を乗りきろうみんなで今を乗りきろう
新型コロナウイルス感染症支援策

県外
学生支援

じじ んん
けけ んん

Vol.433Vol.433
@@
シリーズシリーズ

人権尊重都市鳥取市の実現をめざして人権尊重都市鳥取市の実現をめざして

問	本庁舎人権推進課	本庁舎人権推進課	 	08570857--3030--8071	8071	 	0857	0857--2020--33945945

　
ハ
ン
セ
ン
病
と
は
、「
ら
い
菌
」

に
感
染
す
る
こ
と
で
起
こ
る
病
気

で
す
。
感
染
し
発
病
す
る
と
、
手

足
な
ど
の
末
梢
神
経
が
麻
ひ
し
、

温
度
や
痛
み
を
感
じ
に
く
く
な

り
、
体
の
一
部
が
変
形
す
る
と

い
っ
た
外
観
上
の
変
化
が
起
こ
っ

た
り
し
ま
す
。

　
現
在
の
日
本
で
は
、
感
染
す
る
こ

と
も
発
病
す
る
こ
と
も
ま
れ
で
す
。

ま
た
、
治
療
薬
が
開
発
さ
れ
、
早
期

に
発
見
し
適
切
な
治
療
を
行
え
ば
、

確
実
に
治
癒
す
る
病
気
で
す
。

患
者
の

患
者
の
隔隔か

く
り

か
く
り離離
政
策
政
策

　
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
は
、
そ
の
外

　
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
は
、
そ
の
外

観
の
特
徴
な
ど
か
ら
、
偏
見
や
差

観
の
特
徴
な
ど
か
ら
、
偏
見
や
差

別
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

別
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。

ま
し
た
。

　
昭
和
６
（
１
９
３
１
）
年
に
「

　
昭
和
６
（
１
９
３
１
）
年
に
「
癩癩ら
い
ら
い

予
防
法
」
が
制
定
さ
れ
、
患
者
は
療

予
防
法
」
が
制
定
さ
れ
、
患
者
は
療

養
所
に
強
制
的
に
収
容
さ
れ
ま
し

養
所
に
強
制
的
に
収
容
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
各
県
で
は
、
患
者
を
見
つ

た
。
ま
た
各
県
で
は
、
患
者
を
見
つ

け
出
し
療
養
所
に
送
り
込
む

け
出
し
療
養
所
に
送
り
込
む

「「
無無む
ら
い
け
ん

む
ら
い
け
ん
癩
県
癩
県
運
動
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

運
動
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

保
健
所
の
職
員
が
患
者
の
自
宅
を

保
健
所
の
職
員
が
患
者
の
自
宅
を

徹
底
的
に
消
毒
し
、
療
養
所
に
強
制

徹
底
的
に
消
毒
し
、
療
養
所
に
強
制

的
に
患
者
を
送
り
込
む
と
い
う
光

的
に
患
者
を
送
り
込
む
と
い
う
光

景
は
、
人
々
へ
ハ
ン
セ
ン
病
は
恐
ろ

景
は
、
人
々
へ
ハ
ン
セ
ン
病
は
恐
ろ

し
い
も
の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
植

し
い
も
の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
植

え
付
け
、
偏
見
や
差
別
が
一
層
助
長

え
付
け
、
偏
見
や
差
別
が
一
層
助
長

さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
昭
和

さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
昭
和
1818

（
１
９
４
３
）
年
に
米
国
で
特
効
薬

（
１
９
４
３
）
年
に
米
国
で
特
効
薬

「
プ
ロ
ミ
ン
」
が
開
発
さ
れ
、
治
療

「
プ
ロ
ミ
ン
」
が
開
発
さ
れ
、
治
療

法
が
確
立
さ
れ
た
あ
と
も
、
日
本
で

法
が
確
立
さ
れ
た
あ
と
も
、
日
本
で

は
患
者
の
隔
離
政
策
が
継
続
さ
れ
、

は
患
者
の
隔
離
政
策
が
継
続
さ
れ
、

「
ら
い
予
防
法

「
ら
い
予
防
法
※※

」
が
廃
止
さ
れ
る
平

」
が
廃
止
さ
れ
る
平

成
８
（
１
９
９
６
）
年
ま
で
行
わ
れ

成
８
（
１
９
９
６
）
年
ま
で
行
わ
れ

ま
し
た
。

ま
し
た
。

※
昭
和

※
昭
和
2828
（
１
９
５
３
）
年
「
癩
予

（
１
９
５
３
）
年
「
癩
予

防
法
」を「
ら
い
予
防
法
」へ
改
正
。

防
法
」を「
ら
い
予
防
法
」へ
改
正
。

ら
い
予
防
法
廃
止
後
の
動
き

ら
い
予
防
法
廃
止
後
の
動
き

　
平
成

　
平
成
1010
（
１
９
９
８
）
年
に
は
、

（
１
９
９
８
）
年
に
は
、

入
所
者
ら
に
よ
っ
て
熊
本
地
裁
に

入
所
者
ら
に
よ
っ
て
熊
本
地
裁
に

国
の
ハ
ン
セ
ン
病
政
策
の
転
換
が

国
の
ハ
ン
セ
ン
病
政
策
の
転
換
が

遅
れ
た
こ
と
な
ど
の
責
任
を
問
う

遅
れ
た
こ
と
な
ど
の
責
任
を
問
う

「
ら
い
予
防
法
違
憲
国
家
賠
償
請

「
ら
い
予
防
法
違
憲
国
家
賠
償
請

求
訴
訟
」
が
提
起
さ
れ
ま
し
た
。

求
訴
訟
」
が
提
起
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
平
成
1313
（
２
０
０
１
）
年
に
原
告

（
２
０
０
１
）
年
に
原
告

勝
訴
の
判
決
が
下
さ
れ
、
国
は
責

勝
訴
の
判
決
が
下
さ
れ
、
国
は
責

任
を
認
め
、平
成

任
を
認
め
、平
成
2121
（
２
０
０
９
）

（
２
０
０
９
）

年
に
は
、
元
患
者
な
ど
の
福
祉
の

年
に
は
、
元
患
者
な
ど
の
福
祉
の

推
進
、
名
誉
の
回
復
な
ど
の
た
め

推
進
、
名
誉
の
回
復
な
ど
の
た
め

の
措
置
に
つ
い
て
定
め
た
「
ハ
ン

の
措
置
に
つ
い
て
定
め
た
「
ハ
ン

セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関

セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関

す
る
法
律
」
を
施
行
し
ま
し
た
。

す
る
法
律
」
を
施
行
し
ま
し
た
。

　
隔
離
政
策
に
よ
り
、
患
者
だ
け

　
隔
離
政
策
に
よ
り
、
患
者
だ
け

で
な
く
そ
の
家
族
も
偏
見
や
差
別

で
な
く
そ
の
家
族
も
偏
見
や
差
別

の
対
象
と
さ
れ
た
と
し
て
、
平
成

の
対
象
と
さ
れ
た
と
し
て
、
平
成

〜 ハ ン セ ン 病 問 題 を 知 っ て い ま す か？〜

2828
（
２
０
１
６
）
年
熊
本
地
裁
に

（
２
０
１
６
）
年
熊
本
地
裁
に

対
し
、
元
患
者
の
家
族
が
損
害
賠

対
し
、
元
患
者
の
家
族
が
損
害
賠

償
を
求
め
る
裁
判
を
起
こ
し
ま
し

償
を
求
め
る
裁
判
を
起
こ
し
ま
し

た
。
令
和
元
（
２
０
１
９
）
年
６

た
。
令
和
元
（
２
０
１
９
）
年
６

月
に
原
告
勝
訴
の
判
決
が
下
さ

月
に
原
告
勝
訴
の
判
決
が
下
さ

れ
、
同
年

れ
、
同
年
1111
月
に
「
ハ
ン
セ
ン
病

月
に
「
ハ
ン
セ
ン
病

元
患
者
家
族
に
対
す
る
補
償
金
の

元
患
者
家
族
に
対
す
る
補
償
金
の

支
給
等
に
関
す
る
法
律
」が
公
布
・

支
給
等
に
関
す
る
法
律
」が
公
布
・

施
行
と
な
り
、
元
患
者
の
家
族
へ

施
行
と
な
り
、
元
患
者
の
家
族
へ

国
か
ら
補
償
金
が
支
給
さ
れ
る
こ

国
か
ら
補
償
金
が
支
給
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

と
に
な
り
ま
し
た
。

同
じ
過
ち
を
　
　
　
　
　

同
じ
過
ち
を
　
　
　
　
　

　
繰
り
返
さ
な
い
た
め

　
繰
り
返
さ
な
い
た
め

　
国
が
責
任
を
認
め
た
あ
と
も
、

　
国
が
責
任
を
認
め
た
あ
と
も
、

熊
本
県
の
ホ
テ
ル
が
ハ
ン
セ
ン
病

熊
本
県
の
ホ
テ
ル
が
ハ
ン
セ
ン
病

療
養
所
入
所
者
の
宿
泊
を
拒
否
し

療
養
所
入
所
者
の
宿
泊
を
拒
否
し

た
事
件
が
起
き
る
な
ど
、
元
患
者

た
事
件
が
起
き
る
な
ど
、
元
患
者

の
人
や
家
族
に
対
す
る
偏
見
・
差

の
人
や
家
族
に
対
す
る
偏
見
・
差

別
に
は
根
強
い
も
の
が
あ
り
ま

別
に
は
根
強
い
も
の
が
あ
り
ま

す
。
入
所
者
の
中
に
は
療
養
所
の

す
。
入
所
者
の
中
に
は
療
養
所
の

外
で
暮
ら
す
こ
と
に
不
安
を
感
じ

外
で
暮
ら
す
こ
と
に
不
安
を
感
じ

て
、
安
心
し
て
退
所
で
き
な
い
人

て
、
安
心
し
て
退
所
で
き
な
い
人

も
い
ま
す
。
ま
た
入
所
の
際
、
家

も
い
ま
す
。
ま
た
入
所
の
際
、
家

族
に
差
別
や
迷
惑
が
お
よ
ぶ
こ
と

族
に
差
別
や
迷
惑
が
お
よ
ぶ
こ
と

の
な
い
よ
う
に
偽
名
を
名
乗
る
し

の
な
い
よ
う
に
偽
名
を
名
乗
る
し

か
な
く
、
現
在
も
本
名
を
名
乗
れ

か
な
く
、
現
在
も
本
名
を
名
乗
れ

な
か
っ
た
り
、
故
郷
に
帰
れ
ず
肉

な
か
っ
た
り
、
故
郷
に
帰
れ
ず
肉

親
と
再
会
で
き
な
い
人
も
い
ま

親
と
再
会
で
き
な
い
人
も
い
ま

す
。
す
。

　
今
も
残
る
偏
見
・
差
別
を
な
く

　
今
も
残
る
偏
見
・
差
別
を
な
く

す
た
め
に
も
、
ま
ず
は
こ
の
問
題

す
た
め
に
も
、
ま
ず
は
こ
の
問
題

に
つ
い
て
〝
正
し
く
知
る
〟
こ
と

に
つ
い
て
〝
正
し
く
知
る
〟
こ
と

が
大
切
で
す
。
　
　
　

が
大
切
で
す
。
　
　
　

　
現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

　
現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
関
す
る

感
染
症
に
関
す
る
誹誹
ひ
ぼ
う
ち
ゅ
う
し
ょ
う

ひ
ぼ
う
ち
ゅ
う
し
ょ
う

謗
中
傷

謗
中
傷
な
ど
な
ど

の
差
別
が
全
国
的
に
起
こ
っ
て
い

の
差
別
が
全
国
的
に
起
こ
っ
て
い

ま
す
。
単
純
に
比
較
で
き
な
い

ま
す
。
単
純
に
比
較
で
き
な
い

も
の
の
ハ
ン
セ
ン
病
の
歴
史
は
、

も
の
の
ハ
ン
セ
ン
病
の
歴
史
は
、

誤
っ
た
知
識
や
見
解
か
ら
偏
見
を

誤
っ
た
知
識
や
見
解
か
ら
偏
見
を

生
み
、
差
別
に
つ
な
が
る
こ
と
を

生
み
、
差
別
に
つ
な
が
る
こ
と
を

教
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
過

教
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
過

ち
を
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
、
一
人

ち
を
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
、
一
人

ひ
と
り
が
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

ひ
と
り
が
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

▲「ハンセン病強制隔離　
　   への反省と誓いの碑」
　鳥取県の無癩県運動へ　
　の反省・考える拠点と
　して、とりぎん文化会
　館前に建立されました。

ト
ッ
ト
リ
ー
氏
か
ら
の

ト
ッ
ト
リ
ー
氏
か
ら
の

が
ん
ば
る
出
身
学
生
応
援
便

が
ん
ば
る
出
身
学
生
応
援
便

　
本
市
か
ら
県
外
へ
進
学
し
た
学
生
に
対
し
、
米
や
農
産
物
、
加

工
品
な
ど
を
詰
め
合
わ
せ
た
「
応
援
便
」
で
本
市
出
身
学
生
を
支

援
す
る
と
と
も
に
、
市
内
の
地
場
産
業
の
活
性
化
を
図
り
ま
す
。

問
本
庁
舎
政
策
企
画
課		
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詳細はこちら
（申請書ダウンロード）

オンライン申請
「e- 鳥取市役所」

がんばる
学生を

応援シマス
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